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令和 8 年度多古町水道水質検査計画 
多古町生活環境課水道工務係 

電話  ７６－５４０６ 

 

１．基本方針 

  生活環境課では、町民の皆様が安心して飲んでいただける水道水を供給するため、

安全性の確保を最優先と考え、安全で良質であることを確認するために、以下の水質

検査を行ないます。 

（１） 検査地点は、水源、浄水場入口（原水）、末端蛇口（給水栓）などです。 

（２） 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている『水質基準項目』及び水質管

理上留意した方が良いとされる『水質管理目標設定項目』並びに耐塩素性病原生

物であるクリプトスポリジウムの指標菌検査を全水源において実施します。 

（３） 検査頻度は、水道法に基づき実施します。 

   ア）１日１回行う、色・濁り・消毒の残留効果に関する検査 

   イ）『水質基準項目』５２項目のうち、毎月行う項目は、一般細菌、大腸菌、 

ヒ素及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、

ｐH値、味、臭気、色度、濁度等の検査です。 

   ウ）その他の項目は、３ヶ月に１回の検査が義務付けられています。項目によっ

ては、基準値に対する検査結果により、１年に１回あるいは３年に１回に検査

を省略することができますが、多古町では、１年に１回以上の検査を行います。 

   エ）クリプトスポリジウムの指標菌検査は、３ヶ月に１回実施します。 

 

２．水道事業の概要 

（１）給水区域 

    給水区域は、多古町全域であり、町人口の約９５％以上に給水を行っています。 

（２）浄水場の名称及び水源 

    多古町には、多古地区、久賀地区、常磐地区、中地区に各１箇所、計４箇所浄 

水場があります。その水源は地下水で、１４本の深井戸より取水しています。 

（表―１） 

    また、平成１９年度より、中浄水場は、久賀浄水場より全量送水を受け塩素で

再滅菌し、配水しています。 

（３）浄水場の浄水処理方法 

    懸濁物質の除去処理（沈砂）並びに塩素滅菌処理 
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表―１：各浄水場の水源 

浄水場名 水源の名称 所    在 計画 1日最大給水量 

多古浄水場  多古町多古 3741-3 3,850㎥/日 

多古第１取水井 多古町多古 3250-18  

多古第３取水井 多古町染井 864-3  

多古第４取水井 多古町染井 966-8  

多古第５取水井 多古町林 980-6  

多古第６取水井 多古町多古 3495-4  

久賀浄水場  多古町大高 1-93 5,250㎥/日 

久賀第１取水井 多古町大高 1-1037  

久賀第２取水井 多古町高津原 1352-56  

久賀第３取水井 多古町十余三 385-1091  

北部第１取水井 多古町喜多井野 398-10  

北部第２取水井 多古町飯笹 1372-30  

北部第３取水井 多古町飯笹 1024-9  

北部第４取水井 多古町飯笹 794-16  

常磐浄水場  多古町南玉造 2034-2 770㎥/日 

常磐第１取水井 多古町南玉造 2034-2  

常磐第２取水井 多古町南玉造 1654-102  

中浄水場  多古町北中 2920-2 770㎥/日 

久賀浄水場より、全量受水  

 

 

３．原水の水質状況 

  水源は、合計１４本の深井戸であり、原水水質は比較的良好でありますが、近年、

硝酸態窒素濃度が基準値の１０分の１を超過しています。また、ヒ素及び化合物の値

が、基準値の１０分の１を超過している原水もあることから、その動向を的確に把握

し、対策をたてていきます。 

 

 

４．水質検査項目及び検査頻度並びに検査地点 

水道水の安全性、快適性等の確認のための検査 

 （１）水質基準項目（５２項目） 

・配水系統別の末端給水栓にて水道法で検査が義務付けられた項目の検査 

をします。（検表－１） 

   ・その他、原水について年１回全項目（総トリハロメタン、クロロホルム、ジ

ブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、
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ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、及び塩素酸を

除く）の検査を実施します。（検表－２） 

 

 （２）水質管理目標設定項目（２８項目） 

    検査の義務はありませんが、水質管理上留意した方が良いとされる項目です。 

    ア）末端給水栓と原水について、年１回以上検査を実施します。 

       また、消毒剤の残留効果を確認するための残留塩素は、各浄水場と末

端給水栓で、毎日実施します。 

      （検表－３）、（検表－４） 

    イ）農薬類については、１０１項目のうち３項目を各原水で検査を実施し、

近くにゴルフ場等のある取水井２ヶ所については、２６項目の検査を実

施します。（検表－４）、（検表－５） 

    ウ）その他に、各原水について、ｱﾝﾓﾆｱ態窒素を年 1回検査します。 

（検表－６） 

 

  （３）クリプトスポリジウム指標菌検査 

     水源である１４取水井戸全ての検査を３ヶ月に 1回実施します。 

（検表－７） 

 

（４）硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

     硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素濃度を把握するため、水源である１４取水井戸

全ての検査を３ヶ月に 1回実施します。 

（検表－８） 
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検表－１ 水質検査項目、検査頻度 

検査地点 多古系（船越）、久賀系（高津原）、常磐系（東松崎）、 

中系（南並木）の各給水栓 

番号 定期検査項目 検査頻度 検査の省略要件 
令和８年度

検査頻度 
頻度決定理由 

１ 一般細菌 
１回／月 省略不可 １回／月 省略不可項目 

２ 大腸菌 

３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 

１回／３月 

①※（過去３年間の

検査結果が基準値の

１/５以下の場合は

１回/年に、１/１０

以下の場合は１回/

３年に省略可能） 

１回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下だが、安全の

ため１回／年実施 

４ 水銀及びその化合物 

５ ｾﾚﾝ及びその化合物 

６ 鉛及びその化合物 

７ ヒ素及びその化合物 １回／月 安全のため１回／月実施 

８ 六価ｸﾛﾑ化合物 

１回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下だが、安全の

ため１回／年実施 
９ 亜硝酸態窒素 

１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 省略不可 １回／３月 省略不可項目 

１１ 
硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素 

① 

１回／月 安全のため１回／月で実施 

１２ フッ素及びその化合物 

１回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下だが、安全の

ため１回／年実施 

１３ ﾎｳ素及びその化合物 

１４ 四塩化炭素 

１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

１６ 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及

びﾄﾗﾝｽ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

２０ 

ペルフロオロオクタ

ンスルホン酸（PFOS） 

及びぺルフルオロオ

クタン酸（PFOA） 

① １回／３月 
水質基準項目に移行したた

め１回／３月で実施 

２１ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ① １回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下だが、安全の

ため１回／年実施 

２２ 塩素酸 

省略不可 １回／３月 省略不可項目 ２３ ｸﾛﾛ酢酸 

２４ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 
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２５ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 

１回／３月 

省略不可 １回／３月 省略不可項目 

２６ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

２７ 臭素酸 

２８ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 

２９ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 

３０ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

３１ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 

３２ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

３３ 亜鉛及びその化合物 

① １回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下であるが、 

安全のため１回／年実施 

３４ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 

３５ 鉄及びその化合物 

３６ 銅及びその化合物 

３７ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 

３８ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 

３９ 塩化物ｲｵﾝ １回／月 ② １回／月 
機器による連続計測を未実

施のため 

４０ ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 

1 回／３月 ① 

１回／３月 省略要件を満たさないため 
４１ 蒸発残留物 

４２ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 １回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下であるが、 

安全のため１回／年実施 

４３ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 

１回／年 
藻類の発生が少ない

場合省略可能 
１回／年 

過去に検出されたことはな

いが、水質変化に対応でき

るよう年１回実施する 
４４ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 

４５ 非ｲｵﾝ界面活性剤 

１回／３月 ① １回／年 

過去３年間の結果が 

１／１０以下であるが、 

安全のため１回／年実施 
４６ ﾌｪﾉｰﾙ類 

４７ 有機物（TOC の量） 

１回／月 

②※（機器により連

続計測している場合

は、１回/３月に省略

可能） 

１回／月 
機器による連続計測を未実

施のため 

４８ pH 値 

４９ 臭気 

５０ 味 

５１ 色度 

５２ 濁度 

毎１ 色 

１回／日 省略不可 １回/日 省略不可項目 毎２ 濁り 

毎３ 残留塩素 
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検表－２ 水質検査項目、検査頻度、検査地点（原水） 

番号 定期検査項目 
多古水源 

着水井 

久賀水源 

着水井 

常磐水源 

着水井 

１ 一般細菌 1 回／年 

２ 大腸菌 1 回／年 

３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 1 回／年 

４ 水銀及びその化合物 1 回／年 

５ ｾﾚﾝ及びその化合物 1 回／年 

６ 鉛及びその化合物 1 回／年 

７ ヒ素及びその化合物 1 回／年 

８ 亜硝酸態窒素 1 回／年 

９ 六価ｸﾛﾑ化合物 1 回／年 

１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 1 回／年 

１１ 
硝酸態窒素及び亜硝酸態

窒素 
1 回／年 

１２ フッ素及びその化合物 1 回／年 

１３ ﾎｳ素及びその化合物 1 回／年 

１４ 四塩化炭素 1 回／年 

１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1 回／年 

１６ 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝ

ｽ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
1 回／年 

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1 回／年 

１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 回／年 

１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 回／年 

２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1 回／年 

２１ 塩素酸 ― 

２２ ｸﾛﾛ酢酸 ― 

２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ― 

２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ― 

２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ― 

２６ 臭素酸 ― 

２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ― 

２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ― 

２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ― 

３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ― 

３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ― 

３２ 亜鉛及びその化合物 1 回／年 
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３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 1 回／年 

３４ 鉄及びその化合物 1 回／年 

３５ 銅及びその化合物 1 回／年 

３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 1 回／年 

３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 1 回／年 

３８ 塩化物ｲｵﾝ 1 回／年 

３９ ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 1 回／年 

４０ 蒸発残留物 1 回／年 

４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 1 回／年 

４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 1 回／年 

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 1 回／年 

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 1 回／年 

４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 1 回／年 

４６ 有機物（TOC の量） 1 回／年 

４７ pH 値 1 回／年 

４８ 臭気 1 回／年 

４９ 味 1 回／年 

５０ 色度 1 回／年 

５１ 濁度 1 回／年 
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検表－３ 管理目標設定項目（給水栓） 

番号 項  目 
多古系 

（船越） 

久賀系 

（高津原） 

常磐系 

（東松崎） 

中系 

（南並木） 

１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― 

２ ｳﾗﾝ及びその化合物 ― 

３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 1 回／年 

４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― 

５ ﾄﾙｴﾝ ― 

６ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(ｴﾁﾙﾍｷﾁﾙ) ― 

７ 亜塩素酸 1 回／年 

８ 二酸化塩素 ― 

９ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 1 回／年 

１０ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 1 回／年 

１１ 残留塩素 1 回/月 

１２ ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 1 回/３月★ 

１３ ﾏﾝｶﾞﾝ 1 回/３月★ 

１４ 遊離炭酸 ― 

１５ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― 

１６ ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― 

１７ 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸

ｶﾘｳﾑ消費量) 
1 回/年 

１８ 臭気強度(TON) 1 回／年 

１９ 蒸発残留物 1 回/３月★ 

２０ 濁度 1 回/月★ 

２１ pH 値 1 回/月★ 

２２ 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) 1 回／年 

２３ 従属栄養細菌 1 回／年 

２４ 従属栄養細菌[48 時間後] ― 

２５ 従属栄養細菌[72 時間後] ― 

２６ 従属栄養細菌[14 日後] ― 

２７ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 回／年 

２８ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 1 回／年★ 

２９ ペルフロオロオクタン

スルホン酸（PFOS） 

及びぺルフルオロオク

タン酸（PFOA） 

１回／年 

★印は、基準項目にて検査 
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検表－４ 管理目標設定項目（原水） 

番号 項  目 
多古水源 

着水井 

久賀水源 

着水井 

常磐水源 

着水井 

１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 1 回／年 

２ ｳﾗﾝ及びその化合物 1 回／年 

３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― 

４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 回／年 

５ ﾄﾙｴﾝ 1 回／年 

６ ﾌﾀﾙ酸(ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 1 回／年 

７ 亜塩素酸 ― 

８ 二酸化塩素 ― 

９ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― 

１０ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― 

１１ 残留塩素 ― 

１２ ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 1 回/年★ 

１３ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 1 回/年★ 

１４ 遊離炭酸 1 回／年 

１５ 1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 回／年 

１６ ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 1 回／年 

１７ 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 1 回/年 

１８ 臭気強度(TON) 1 回/年 

１９ 蒸発残留物 1 回/年★ 

２０ 濁度 1 回/年★ 

２１ pH 値 1 回/年★ 

２２ 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) 1 回／年 

２３ 従属栄養細菌 1 回／年 

２４ 従属栄養細菌[48 時間後]  

２５ 従属栄養細菌[72 時間後]  

２６ 従属栄養細菌[14 日後]  

２７ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 回／年 

２８ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 1 回/年★ 

２９ 農薬類 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ(D-D) 1 回／年 

ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 1 回／年 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 1 回／年 

★印は、基準項目にて検査 
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検表－５ 農薬検査 

番号 項  目 北部第 1 取水井 北部第 3 取水井 

１ ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 1 回／年 

２ ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 1 回／年 

３ ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) 1 回／年 

４ ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 1 回／年 

５ ｱｾﾌｪｰﾄ 1 回／年 

６ ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 1 回／年 

７ ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 1 回／年 

８ ｵｷｼﾝ銅(有機銅) 1 回／年 

９ ｷｬﾌﾟﾀﾝ 1 回／年 

１０ ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 1 回／年 

１１ ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 1 回／年 

１２ ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 1 回／年 

１３ ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 1 回／年 

１４ ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 1 回／年 

１５ ﾒﾀﾗｷｼﾙ 1 回／年 

１６ ｱｼｭﾗﾑ 1 回／年 

１７ ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) 1 回／年 

１８ ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 1 回／年 

１９ ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 1 回／年 

２０ ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ(SAP) 1 回／年 

２１ ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 1 回／年 

２２ ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) 1 回／年 

２３ ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) 1 回／年 

２４ ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 1 回／年 

２５ ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 1 回／年 

２６ ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 1 回／年 

 

検表－６ アンモニア態窒素 

番号 項  目 
多古水源 

着水井 

久賀水源 

着水井 

常磐水源 

着水井 

１ ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 1 回／年 
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検表－７  クリプトスポリジウム指標菌 

番号 項  目 全１４取水井 

１ 大腸菌 1 回／３月 

２ 嫌気性芽胞菌 1 回／３月 

 

 

検表－８  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

番号 項  目 全１４取水井 

１ 硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素 
1 回／３月 

 

 

５．臨時の水質検査 

  以下の場合には、臨時の水質検査を行ないます。なお、検査項目について

は水質基準項目を中心に状況に合わせて決定します。 

（１）定期検査により水質異常が判明した場合。 

（２）取水井水質に異常があった場合。 

（３）浄水処理工程に異常が発見された場合。 

（４）利用者の水道水に異常が生じた場合。 

（５）その他、必要があると認められた場合。 

 

６．水質検査の方法 

  水質検査は、水道法 20条に規定する水質検査登録機関に委託し、「水質基

準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」や「水質管理目

標設定項目の検査方法」により行います。 

 

 

７．水質検査の精度及び信頼性の保証について 

  水質検査の精度を確保する取組として、委託する水質検査機関の内部精度

管理の実施状況や、厚生労働省等による外部精度管理調査に係る資料を確認

します。また、水質検査結果の信頼性を確保するため、検査機関の水質基準

項目に関する品質管理の認証（水道 GLP、ISO/IEC17025等）取組やこれに類

する取組の状況について確認します。 
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８．水質検査結果の評価 

  水質検査結果について、水道法に規定された水道水質基準を満たすことを 

 確認し、満たさない又は満たさない恐れがある時は、直ちに原因究明を行い 

 対応します。 

 

９．水質検査計画及び検査結果の公表 

（１）検査計画は、事業年度毎に策定し、事前に多古町 HP 上で公表して皆様

の意見をお聞きし、必要と思われる事項について見直し等を検討します。 

（２）検査結果は、随時多古町 HP上で公表します。 

 

 

１０．関係機関との連携について 

  水源周辺で水質事故が発生した場合は、県保健所等と連携して現地調査及

び水質検査を迅速に実施します。 

 


